	令和８年度　四日市市市民文化事業支援補助金
募 集 の ご 案 内


四日市市市民文化事業支援補助金とは・・・

まちの誇りと希望を創出する文化的事業を支援し、文化の普及や振興と、活気あふれる四日市の創造を目的として、市と市民の皆さんが共に積立運用している「四日市市文化振興基金」から補助を行います。
　　
ぜひ、ご活用ください。

	●募集締切　令和８年５月８日（金）
午後５時１５分
●提 出 先　全市的事業は、文化課

地区事業は、事業実施地区の地区市民センター

に書類を提出してください。
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申請書は、市ホームページ（https://www.city.yokkaichi.lg.jp/ ）からもダウンロードできます。
●問い合わせ先 四日市市役所 ９階 文化課（TEL 059-354-8239）




四日市市市民文化事業支援補助金
申請手続きの流れ

	
	事業区分
	申請者

（文化団体等）
	地区市民センター
	文化課

	①申請
	全市的事業
	補助金交付申請書

事業計画書

実施団体概要
収支予算書
	→　→　→　→　
	受け付け
書類・面接審査

（面接日６月中旬予定）

	
	
	受け取り
	←　←　←　←　
	補助金交付決定通知書

	
	

	
	地区事業
	補助金交付申請書
事業計画書

実施団体概要
収支予算書
	→受け付け→　

	受け付け
書類審査

	
	
	受け取り
	←　←　←　←　
	補助金交付決定通知書

	

	前払

請求
	全市的事業

地区事業
	補助金請求書
	→　→　→　→　
	受け付け

	
	
	振り込み
	←　←　←　←　
	支払い

	変更申請
	全市的事業

地区事業
	補助金変更承認申請書

変更のあった事業計画書

変更のあった実施団体概要
変更のあった収支予算書
	→　→　→　→
	受け付け
書類審査

	
	
	受け取り
	←　←　←　←
	補助金変更決定通知書

	

	②実績
報告
	全市的事業

地区事業
	補助金実績報告書

活動報告書
収支決算書
領収書
写真
	→　
→　→　→　
	受け付け
審査

	
	
	受け取り
	←　←　←　←　
	補助金確定通知書

	

	③請求
	全市的事業

地区事業
	補助金請求書
	→　→　→　→　
	受け付け

	
	
	振り込み
	←　←　←　←　
	支払い


令和８年度「四日市市市民文化事業支援補助金」募集要項

· 目的
市民自ら行うまちの誇りと希望を創出する文化的事業を支援することにより、本市における文化の普及・振興を図り、活気あふれる四日市の創造を目的としています。
■　支援の対象となる団体
四日市市内に住所または活動の本拠を持つ文化的事業を行う団体を対象とします。

なお、本市にゆかりのある伝統文化等の普及・振興を目的として、全市民を対象に市内で開催される事業であれば、市外の団体も対象とします。

※ただし、次の団体は対象外です。

・市および市が出資した法人
・学校、事業所等内の文化活動団体

・政治、宗教、営利を目的として活動する団体

・市から運営費補助を受ける団体

　　
■　支援の対象となる事業
(1)全市的事業
広く市民を対象として開催される文化事業で、定例的・定期的でない事業。
※過去に２回以上四日市市市民文化事業支援補助金及び四日市市文化振興基金活用事業支援補助金を受けている団体の事業については、対象外です。
※限られた地区を対象としている事業については、対象外です。
(2)地区事業
文化振興を目的に、地区内で活動する各種団体が主体的に取り組む文化事業であり、住民が地区に居ながらにして文化を享受することができる事業。
※過去の申請時と同じ内容の事業については、対象外です。
※他の事業に付随する事業については対象外です。

（例）前日祭、オープニングイベント、後夜祭など、他の事業との切り分けができない事業
　　　※申請団体の主体性に欠ける事業については、対象外です。
※(1)(2)のいずれの場合も、環境に配慮するとともに、障害者、高齢者、子ども、外国人など誰でも参加できる活動であるよう留意してください。
※事業実施時期は支援の決定（７月上旬予定）から、令和９年３月３１日までです。
※補助金の交付を申請できるのは、全市的事業と地区事業のうちいずれか一事業です。
また、以下の場合は支援の対象外です。
1 市外で実施する事業
2 他の大会等に参加することが目的の事業
3 特定の会員のみに限られる事業や、いわゆる教授所、教室が行う稽古ごとや習いごとなどのおさらい会などの事業
4 他に国や県および市などの公共的な負担金または補助金を受ける事業
5 営利を目的とする事業
6 政治活動および宗教活動を目的とする事業
■　補助制度の概要

(1)補助対象とする経費
事業の実施に直接必要な経費とします。

（人件費等の団体運営費、備品購入費、飲食費、振込手数料、団体構成員に対して支払われる経費および使途が明らかでない経費は対象外です。「補助対象経費一覧表」参照）

(2)補助金額

【全市的事業】
２０万円を上限に補助対象経費の１／２以内とします。（千円未満切り捨て）
【地区事業】
１０万円を上限に補助対象経費の１／２以内とします。（千円未満切り捨て）
(3)申請に必要な書類と提出先
①四日市市市民文化事業支援補助金交付申請書

②事業計画書（事業のチラシ、ポスター、プログラム等（作成案でかまいません）、過去に類似の事業を行っている場合はその資料等を含む）
　※事業計画は確実に実現できるものを記入してください。

③実施団体概要
④収支予算書　　
⑤提出先　全市的事業　文化課（市役所９階）
地区事業　　事業実施地区の地区市民センター
※提出された書類については、その記載内容に関して問い合わせをすることがありますので、必ず写しを取り、保管してください。
(4)審査の方法
【全市的事業】
　　書類による事前審査と面接による審査を行います。面接審査は、６月中旬（予定）に行います。
　※詳細については、募集締切後、ご連絡します。

【地区事業】
　　書類による審査を行います。
※審査を行う前には申請書類により、補助金を交付するうえで適正な団体・事業であるか確認をします。

(5)審査基準
　支援の対象となる事業や団体の条件に反していないか確認します。

①適正な団体であるか
・申請団体の活動目的が、政治、宗教、営利でないか。

　　　・市及び市が出資した法人でないか。

　　　・市が運営費補助を行う団体でないか。
　　　・過去に２回補助金の交付を受けている団体ではないか（全市的事業）。

　②適正な事業であるか
　　・申請団体が主体的に行う、独立した事業であるか。
　　　（購入した事業、運営を委託する事業でないか。）
　　・事業計画は具体的で、実現の見込みがある事業であるか。

　　・他に国や県及び市などの公的な補助金を受けている事業ではないか。
　　・申請団体のＰＲや申請団体への勧誘を目的としていないか。

　　・市民に広く開かれた事業であるか（全市的事業）。

　　・定期的・定例的な事業ではないか（全市的事業）。

　　・対象とする地域が限定的なものではないか（全市的事業）。
　　　・前回申請時と内容や出演者に変化の少ない事業ではないか（地区事業）。
上記の条件に反していない事業に対し、以下の視点で審査を行います。
　①まちの誇りと希望を創出する事業であるか
○地域性

・四日市市（地区）らしさを感じられ、またよく知ることができるか。

　　 ・実施する事業に参加し、四日市市の誇りや愛着を感じられる内容か
○創造性

・申請団体ならではの魅力がある事業であるか。

・申請団体の力で工夫を凝らして計画している事業であるか。
・事業を実施することで参加者が「住みたくなるまち」「住み続けたくなるまち」と感じられる工夫があるか。
②文化の普及・振興を図るとともに、活気あふれる四日市の創造につながる事業であるか
○四日市市の文化への貢献度
・事業の実施によって、四日市市の文化振興に寄与するか。
・四日市市（地区）の活気につながる仕掛があるか
・市民が気軽に文化に触れることができる機会となっているか。

○市民参画
・より多くの市民を巻き込む仕掛があるか。

・広報計画が具体的かつ充実したものであるか。

・参加者が特定の人だけに限られた事業になっていないか。
○実現性

・事業計画が明確なものであるか。

・実施する事業の規模に見合った実施体制（団体の構成や人数）が整っているか。

・一部の構成員のみが活動している団体になってはいないか。

・事業を成功させたいという強い意欲が感じられるか。
(6)審査結果の通知

審査結果は７月上旬（予定）に各団体へ通知します。

(7)事業実施にあたって

補助決定された事業については、計画に基づき実施してください。また、事業に関するチラシ、ポスター等印刷物や製作物に「令和８年度四日市市市民文化事業支援補助金」を受けていることがわかるよう明記してください。また、補助決定された事業について、後援名義使用の対象外です。
なお、市内関係施設への広報（チラシ等の配架依頼を含む）に対する協力は致しかねます。
	※補助事業者は、補助金の交付の決定の内容およびこれに付された条件に従い、最大限の注意をもって、補助事業を遂行してください。


(8)補助金の一部前払など、場合によって事業完了までに必要となる手続き
原則は事業完了払ですが、前払を希望する場合は、補助金交付決定通知書を受け取られた後、補助金請求書により、決定額の２／３の範囲内（千円未満切捨て）でお支払いします。

ただし、活動が中止になった場合や、事業内容・支出経費等に変更のあった場合は、補助金の全部または一部を返還していただく場合があります。
　　　また、支出経費に変更があり、補助対象経費や交付決定を受けた補助金額に変更が生じる場合や、事業計画に変更が生じた場合には、変更申請書の提出が必要となります。ただし、補助金額については交付決定額を上回る変更申請はできません。
(9)実績報告書等の提出
補助を受けた団体は、事業終了後３０日以内もしくは令和９年３月３１日のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。【期限厳守】
①補助金実績報告書

②活動報告書

③収支決算書

④領収書（コピー可）
⑤事業内容を示す写真
⑥ポスター・チラシ、プログラムなどの印刷物

※領収書は、申請団体の宛名と使途が明記されたものに限ります。
※補助金を受けた事業については、決算書類等を５年間保管する義務がありますので、大切に保管してください。

(10)補助金の確定と支払い
実績報告書等の審査を経て補助金の額を確定します。補助金確定通知書を受け取られた後、補助金請求書のご提出によりお支払いします。

(11)情報の公開

補助金交付が決定した場合は、申請者名・事業名・補助金交付額を四日市市ホームページ（https://www.city.yokkaichi.lg.jp/）に掲載します。

提出いただいた申請書類は、情報公開の対象とします。また、補助の対象となった場合の実績報告書等も公開対象としますので、ご承知おきください。

■　募集期間

令和８年４月１日（水）～５月８日（金）　午後５時１５分まで

募集要項、申請書は、市役所９階文化課、各地区市民センター、三浜文化会館、あさけプラザで配布しております。また、上記の市役所ホームページ（https://www.city.yokkaichi.lg.jp/）からもダウンロードできます。
※上記募集期間内に、完成した交付申請書及び添付書類をご提出ください。

※募集期間外の申請については、いかなる場合にも受付いたしません。
■　お問い合わせ先
市役所９階　文化課（Tel３５４－８２３９　Fax３５４－４８７３）

補助対象経費一覧表
	経費
	内容
	備考

	報償費
	出演者謝礼
	源泉所得税10.21％を含む

	旅費
	出演者旅費
	車賃・宿泊料を含む

実費弁償金

	需用費
	印刷製本費

消耗品費
	ポスター・チラシ等の印刷
事務用品・文具等
＊報告書作成等に係る印刷費等は含みません

	役務費
	郵便料

楽器等機材運搬費

ピアノ調律手数料等
	出演者等との連絡用

＊銀行振込手数料、代金引換手数料、租税公課等は補助対象外です

	委託料
	音響・照明、舞台設営
	業者へ委託のとき

	使用料及び賃借料
	会場使用料

楽器等借上料

各種器具使用料等

著作権使用料
	


※１　経費の支出には必ず領収書を徴収してください。実績報告書には、領収書の写しを添付していただきます。領収書の宛名は、必ず事業の申請団体の名称で記載してもらってください。申請団体以外の名称の領収書は、必要経費と認められない場合があります。なお、交付決定日以前の支出経費は対象外となりますので、ご承知おきください。
※２　対象外となる主な経費
・団体の恒常的な人件費や運営費（電気、ガス、水道、電話、家賃借地料、事務用機器等）、補助金の対象となる団体の構成員（そのものが経営する事業者を含む）へ支払われる経費
・食料費（出演者にかかるものを含め、すべて対象外です。）
・備品購入費

・交際費（土産、差し入れ、祝い金、礼状、花代など）
・コンクール、公募展等にかかる賞金・賞品・審査員謝礼・旅費
・航空、列車運賃の特別料金（ファーストクラス料金、グリーン車料金等）

・催事保険料金

・参加者各自に帰属するものにかかる経費（参加賞、記念品、記念写真代など）

・打ち合わせや練習（リハーサル含む）に係る経費
・その他、請求書や領収書が徴収できないもの

※３　音楽著作物を使用する場合、下記への届け出が必要です。

　　一般社団法人　日本音楽著作権協会　中部支部

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-24-30名古屋三井ビル本館13F ℡052-583-7590
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